
第１３回 教 育 研 究 評 議 会  議 事 要 旨 
 

Ⅰ 日  時    令和７年３月２１日（金）１３時５８分～１５時０２分 

Ⅱ 場  所    本部管理棟５階 大会議室 

Ⅲ 出席者    石崎学長（議長） 

林、花屋、坂本、齋藤（繁）、五十嵐、近藤、藤森、高山、調、齋藤

（貴）、石間、花泉、藤谷（リモート）、西村、霜田、関、岸、大山、稲

垣の各評議員 

陪席者    長谷川、丸山の両監事、板橋、飯島、小和瀬、渡辺、鯉淵の各副学長、 

総務部長、財務部長、学務部長、研究推進部長、施設運営部長、大学戦略

担当部長、昭和地区事務部次長、監査室長、その他関係事務職員 

Ⅳ 議事概要 

１ 審議事項 
 

（１）大学院学則の改正等について 

学長から、資料１に基づき、大学院学則の改正等について説明があり、審議の結

果、原案どおり承認した。 
 

（２）就業規則の一部改正について 

坂本理事から、資料２に基づき、就業規則の一部改正について説明があり、審議

の結果、原案どおり承認した。 

 

２ 報告事項 
 

（１）統合報告書 2024について 

学長から、資料３に基づき、統合報告書 2024について報告があった。 
 

（２）基幹教員制度への移行に係る対応について 

林理事から、資料４に基づき、基幹教員制度への移行に係る対応について報告が

あった。 
 

（３）食健康科学研究科における学位論文に係る評価基準について 

林理事から、資料５に基づき、食健康科学研究科における学位論文に係る評価基

準について報告があった。 
 

（４）地域共創企画室の設置について 

花屋理事から、資料６に基づき、地域共創企画室の設置について報告があった。 
 

（５）群馬大学基金の令和７年度事業計画及び予算について 

坂本理事から、資料７に基づき、群馬大学基金の令和７年度事業計画及び予算に

ついて報告があった。 
 

（６）2025年度一般選抜等の出願状況について 

板橋アドミッションセンター長から、資料８に基づき、2025年度一般選抜等の出



願状況について報告があった。 
 

３ その他 
 

（１）学長から、その他資料に基づき、令和７年度役員体制について発言があった。 
 

（２）林理事から、その他資料に基づき、第４期国立大学法人評価における教育研究組織  

の分析単位の決定について発言があった。 
 

（３）花屋理事から、その他資料に基づき、国立大学法人群馬大学プロジェクト・リサー

チ・アシスタント実施要項について発言があった。 

 

以  上 


